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国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第 1項の規定により、地籍調査を実施するので、同法第7条の規

定により、次のとおり告示します。

令和4年 6月13日

1 事業計画が定められた年月日

令和4年5月13日

2 調査を実施する者の名称

金沢市

3 調査地域

名称 二塚・三馬地区(数値情報化)

範囲 二塚・ 三馬地区

4 調査期間

令和4年4月1日から令和 5年3月31日まで

⑨金沢市告示第184号

金沢市長 村 山 卓

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の 2第 1項の規定により地縁による団体の認可をしたので、同条第10

項の規定により次のとおり告示します。

令和4年6月13日

金沢市長 村 山 卓

1 名称

神谷内葵町会

2 規約に定める目的
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本会は会員相互の親睦を図り、福祉の増進・良好な住環境の維持及び集会施設の維持管理と、町の発展向上を目

的とする。

3 区域

町の名称 字 地

葵 1番地2から282番地まで及び284番地から302番地 1まで

神谷内町 ト 19番地

チ 139番地、 148番地及び162番地 1

4 主たる事務所

金沢市神谷内町葵284番地

5 代表者の氏名及び住所

鹿 肝 宙 寿

金沢市神谷内町葵159番地

6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無

なし

7 代理人の有無

なし

8 規約に定めた解散の事由

総会員の4分の 3以上の同意による総会の議決

9 認可年月日

令和4年6月13日

⑨金沢市告示第185号

番

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の 2第 2項第 1号の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関として

次のとおり指定したので、同法第19条の19の規定により告示します。

令和 4年 6月13日

1 診療所

名 称

さいとう家族のクリニック

2 訪問看護ステーション

指定訪問看護事業者

名 称 所 在 地

株式会社エラーブル
金沢市三口町358番

地

ソフィアメディ株式会社
東京都品川区西五反

田 1丁目 3番 8号

3 薬局

名 称

北町ラン薬局

とよほ薬局

スギ薬局金石底

金沢駅西口あおぞら薬局

瓢箪町ひさご薬局

あやめ薬局

金沢市長 村

所在地

金沢市黒田 1丁目188番地

訪問看護ステーション

名 称 所在地

山

はなの木訪問看護リハビ 金沢市三 口町358

リテーション浅野川 番地

ソフィアメディ訪問看護 金沢市増泉3丁目

ステーション金沢西 11番 7号

所在地

金沢市駅西本町6丁目14番 5号

金沢市豊穂町2番地

金沢市金石本町ハ 8番地

金沢市広岡 1丁目 1番 5号

金沢市瓢箪町3番16号

金沢市高柳町 1の11番地 1

2 

卓

指定年月日

令和4年5月2日

指定年月日

令和4年 3月 1日

令和4年 5月 1日

指定年月日

令和4年 2月 1日

令和4年 3月 1日

令和4年 3月 1日

令和4年4月 1日

令和4年 5月 1日

令和4年 5月 1日
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|ケヤキ薬局金沢庖 |金沢市八日市 5丁目454番地 |令和4年5月1日|

選 挙管理委員会告示

⑨金沢市選挙管理委員会告示第101号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第 1項及び第75条第 1項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の

lの数(条例の制定又は改廃及び監査の請求の場合における署名者の最低数)を、同法第74条第5項及び同法第75条

第6項において準用する同法第74条第5項の規定により次のとおり告示します。

令和4年6月13日

金沢市選挙管理委員会

7， 520人

⑨金沢市選挙管理委員会告示第102号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第 1項、第80条第 1項、第81条第 1項及び第86条第 1項の規定による選

挙権を有する者の総数の 3分の lの数(議会の解散並びに議員、長、副市長、選挙管理委員及び監査委員の解職の請

求の場合における署名者の最低数)を、同法第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において

それぞれ準用する同法第74条第 5項の規定により次のとおり告示します。

令和4年 6月13日

金沢市選挙管理委員会

125，327人

⑨金沢市選挙管理委員会告示第103号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第 1項の規定による選挙権を有する者

の総数の 3分の 1の数(教育委員会の教育長及び委員の解職の請求の場合における署名者の最低数)を、同条第2項

において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第86条第4項において準用する同法第74条第 5項の規定により

次のとおり告示します。

令和4年 6月13日

金沢市選挙管理委員会

125，327人

⑨金沢市選挙管理委員会告示第104号

市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第 1項及び第 5条第 1項の規定による選挙権を有

する者の総数の50分の lの数(合併協議会の設置の請求の場合における署名者の最低数)を、同条第30項において準

用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により次のとおり告示します。

令和4年 6月13日

金沢市選挙管理委員会

7，520人

⑨金沢市選挙管理委員会告示第105号

市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第四号)第4条第11項及び第 5条第15項の規定による選挙権を有

する者の総数の6分の 1の数(合併協議会設置協議に係る住民投票の請求の場合における署名者の最低数)を、同条

第30項において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により次のとおり告示します。

令和4年 6月13日

金沢市選挙管理委員会

62， 664人

3 
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監査委員告示

⑨金沢市監査委員告示第 1号

包括外部監査人山田文禎の監査の事務を補助する者についての協議が調ったので、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第252条の32第 2項の規定により、その氏名等を次のとおり告示します。

令和4年6月13日

金沢市監査委員 西 尾 Bs 浩

金沢市監査委員 中 キす 哲 自日

金沢市監査委員 野 本 正 人

金沢市監査委員 下 沢 広 伸

1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏 名 住 所

大屋 貴裕 石川県金沢市緑がE:15番 1号

深津 智士 石川県金沢市彦三町 2丁目 5番目号

浅井 真喜 石川県金沢市寺町4丁目17番 1号

2 当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

令和4年6月13日から令和 5年 3月31日まで

消 防局 公 L::I:::. 
Eヨ

金沢市消防団連合検閲を実施するため、次により消防車のサイレンを使用します。

令和4年6月13日

金沢市消防長 蔵

場所 金沢市営陸上競技場~泉がE:~城南通り~寺町 1 丁目交差点~不老坂~犀川左岸

日 時 令和4年 7月3日(日) 午前 9時30分から午前10時まで

義 広

。正誤

O令和4年 6月1日付け金沢市公報第3077号の 2

箇所 誤 正

下から11行目 |窪 3丁目131番 5号

上から 2行目 |上安原2丁目108番地 1号

窪 3丁目131番地 5

上安原2丁目108番地 1
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